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補助金を申請および受給される皆様へ 

 

 

本事業の補助金については、国土交通省が定めた地域物流脱炭素化促進事業費補助金交

付要綱第３条に基づく国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求め

られるものであり、当然ながら、当社としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正

に対処しております。 

従いまして、当社の補助金に対し交付の申請をされる方、および、申請後に採択が決

定し補助金を受給される方におかれましては、以下の事項について充分ご認識されたうえ

で、補助金の申請または受給を行っていただきますようお願いします。 

 

【補助事業交付申請にあたっての留意事項】 

・本補助金は、次の法令が適用されますので、間接補助事業者はそれに伴う遂行、管理、報告等の責務を

負うこととなります。 

〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号） 

〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号） 

 

1.補助金の申請者が当社に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わない

でください。また、提出した書類の原本は適切に管理し、保管してください。 

2.当社から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交

付対象とはなりません。 

3.補助金で取得または効用の増加した財産（取得財産等）を、当該資産の処分制限期間（法定耐用年数）

内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること

をいう）しようとする時は、事前に処分内容等について当社の承認を受けなければなりません。なお

、当社は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。 

4.また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、当社として、補

助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

5.上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消しを行うととも 

に、受領済の補助金のうち取消し対象となった額に加算金（年１０.９５％の利率）を加えた額を返還

していただくことになります。併せて、当社から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の

措置を執ると共に、当該事業者の名称および不正の内容を公表させていただきます。 

6.なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）の第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す旨規定されています。 

 

パシフィックコンサルタンツ株式会社  
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1. 本事業の目的 

本事業は、物流施設等における、太陽光由来の再生可能エネルギー電気の利用に必

要な設備や、これらを利用する車両等の一体的な活用に向けた取組に要する経費の一

部を補助することにより、物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図るとともに、地

域物流の脱炭素化を図ることを目的としています。 

 

2. 本事業に係るスキーム 

本事業では、パシフィックコンサルタンツ株式会社（以下「事務局」といいます）

が補助事業者になり、補助対象事業を実施する申請事業者が交付決定後に間接補助事

業者として位置づけられます。 

 
 

3. 補助対象事業 

本事業の支援対象となるのは、物流施設等における、太陽光由来の再生可能エネル

ギー電気の利用に必要な設備や、これらを利用する車両等の一体的な活用に向けた取

組です。 

具体的には、「つくる」「ためる」「つかう」の取組を一体的に行うものとし

て、下記（Ａ）の項目のうち１つ以上 かつ 下記（Ｂ）の項目のうち２つ以上 

の実施を要件とします。 

 

（Ａ）「つくる」取組 

① 太陽光発電施設の導入※ 

② 既存の太陽光発電施設の活用 

③ 購入した再生可能エネルギー電力の活用 

 

（Ｂ）「ためる」取組・「つかう」取組 

④ 大容量蓄電池の導入※ 

⑤ 既存の大容量蓄電池の活用 

⑥ EV充電スタンドの導入※ 

⑦ 物流業務用 EV車両の導入※ 

⑧ EVフォークリフトの導入※ 

 

※の項目について経費の一部を補助します。 

申請事業者 

（間接補助事業者） 

 

国土交通省 

事務局 

パシフィックコンサルタンツ(株) 

（補助事業者） 

 

補助 補助 

申請 申請 

図 1 本事業に係るスキーム 
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注：「⑤既存の大容量蓄電池の活用」を要件として使用する場合は、「⑥EV充電

スタンド」「⑦物流業務用 EV車両」「⑧EVフォークリフト」のいずれかの導入が

必要です。 

 

また、上記取組に合わせて実施する、⑨先進的な取組に必要な機器類等の導入につ

いても補助対象経費として認められる場合があります。（対象設備例は表３参照） 

 

4. 補助対象事業者 

 

交付を申請できる事業者は以下のとおりになります。なお、1)～4)に関しては、単

独申請または複数社でコンソーシアムを組んで共同で申請ができます。 

1） 倉庫事業者 

2） 貨物自動車運送事業者等※1 

3） トラックターミナル事業者等 

4） その他［ 1）～3)に掲げる事業者と共同で事業を実施する事業者（リース事業者・Ｐ

ＰＡ事業者・不動産事業者）］※2 

※1：「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業法の第 39 条の 1 に規定される、一般貨

物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨

物利用運送事業者を指します。 

※2：リース事業者、ＰＰＡ事業者、不動産事業者等の 1)～3)に挙げた以外の事業者 

は単独で申請を行うことはできません。 

ただし、次のいずれかに該当する事業者は対象外となります。 

 国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業

者 

 地域物流脱炭素化促進事業費補助金交付規程（以下「交付規程」といいます。）別

紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者（誓約事項

に違反した場合、交付決定の全部または一部を取り消すことに留意してください）。 

 

図 2 補助対象事業者 

単独または共同で申請ができる
事業者

単独では申請不可／
共同による申請のみできる事業者

1)倉庫事業者

2)貨物運送事業者 リース事業者

3)貨物利用運送事業者 ＰＰＡ事業者

4)トラックターミナル事業者 不動産事業者

5)その他
太陽光発電施設や

物流業務用ＥＶ車両等をリース

太陽光発電施設によって

発電した電力を提供

物流事業者へ施設を提供
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5.補助率および補助金上限額 

 

補助率、補助金上限額は下表のとおりです。 

 

表 1 補助率およびその補助上限額※１ 

※1：補助金の申請、交付については１，０００円未満切り捨てとします。また、間接補助事業者が複数の申請

を行った場合、すべての申請補助金額の合計上限は１億円までとなります。 

※2：既設の設備の活用については、補助対象事業の要件には含まれますが、補助対象経費の対象外となり

ます。 

※3：既設の設備の活用については、補助対象事業の要件に含まれません。また、「⑥EV 充電スタンドの導入」

は物流業務用 EV 車両、EV フォークリフトへの充電を目的としたものに限ります。 

※4：個別に審査を行った上で、その導入費用の一部あるいは全部が補助対象経費として認められた場合で

あっても、補助対象事業の要件には含まれません。 

※5：申請状況に応じて補助率を１／２以内で変更する場合があります。 

 

また、申請にあたっては、大容量蓄電池、ＥＶ充電スタンドを導入する場合で、か

つ「非常時に災害拠点の非常用電源として、地域に開放する等の活用を図る」取組を

行う場合、管轄の地方自治体等と上記の内容について協定を締結する必要があります。 

 

6.補助対象施設 

   

   補助対象の設置場所は以下の通りとなります。※１ 

 

1） 営業倉庫 

2） 貨物（利用）運送事業者の集配施設等（トラックターミナル含む） 

3） 上記１）、２）以外の場所については事務局にご相談ください。 

※1：設備・機器の設置場所は、原則、申請を行った施設内での設置のみとします。 

  

補助対象事業 補助対象設備・機器類 補助率 
1 事業者あたり 

の補助金上限額※1 

再生可能エネ

ルギー（太陽

光） 

① 太陽光発電施設の導入※2 

④ 大容量蓄電池の導入※2 

⑥ EV 充電スタンドの導入※3 

⑦ 物流業務用 EV 車両の導入※3 

⑧ EV フォークリフトの導入※3 

１／２以

内※5 
1 億円 

上記に付随 ⑨ 先進的取組に必要な機器類の導入等※4 
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7.補助対象事業の要件および補助対象経費について 

 

1）補助対象事業の要件となる設備、機器類および補助対象経費について 

原則として、導入設備の組み合わせにより脱炭素化を図る事業とします。なお、

「⑨先進的取組に必要な機器類」は補助対象事業の要件とはなりませんが、機能や目

的により導入に係る費用が補助対象経費として認められる場合があります。 

 

表 2 補助対象事業の要件となる設備、機器類 

※1．定置型で主力電源として需要調整に活用することを前提とし、蓄電容量は原則として単機で２０ｋWｈを超え

るものとしてください。 

※2．「⑤既存の大容量蓄電池の活用」を要件として使用する場合は「⑥EV充電スタンドの導入」、「⑦物流業務用

EV 車両の導入」、「⑧EV フォークリフトの導入」の３つの中から１つ以上の導入を行ってください。 

※3．パワーコンディショナー、エネルギーマネジメントシステム等、太陽光発電設備や大容量蓄電池に付する機

器は補助対象事業の要件となる設備には該当しませんが、「先進的取組に必要な機器類等」として、補助対象経

費となります。 

 

2）設備、機器類の要件 

補助対象事業となる各種設備、機器類の要件については、下表のとおりです。なお、

各種設備、機器類は、日本国内で定められている性能表示基準、安全基準および電気

事業に係る技術基準に適合しているもの、かつ、下表で示す各要件を満たすものが補

助対象となります。 

事業分類  項目 
補助対象事業

の要件 
補助対象経費 

 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（ 

太
陽
光
） 

（
Ａ
）
つ
く
る 

① 太陽光発電施設の導入  

①～③のうち 

１つ以上 

〇 

② 
既存の太陽光発電施設の活

用 
× 

③ 
購入した再生可能エネルギー

電力の活用 
× 

（
Ｂ
）
た
め
る
・
つ
か
う 

④ 大容量蓄電池の導入※1 

④～⑧のうち 

２つ以上 

〇 

⑤  
既存の大容量蓄電池の活用 

※1※2 
× 

⑥ EV 充電スタンドの導入 〇 

⑦ 物流業務用 EV 車両の導入 〇 

⑧ EV フォークリフトの導入 〇 

上記に 

付随 

 

⑨ 

先進的な取組に必要な機器

類等の導入 
※3 

個別に審査を

行った上で判断 
〇 

かつ 
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表 3 設備、機器類の要件および先進的取組に必要な機器類規定 

事業 

分類 
No 設備、機器名称 要件 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
太
陽
光
） 

1 太陽光発電施設 

・モジュール合計出力は、１０ｋＷ以上であること（既設と合算

可） 

・設置および稼働に必要な設計費や工事費は補助対象経費と

する 

・原則、実施計画時点で売電または証券化が発生することが

予見される場合は補助対象事業の要件として対象外とする 

・自家消費電力量を超える発電量の太陽光発電施設について

は、補助対象とならない場合がある 

・設置するための土地や施設の調査費、整備費、購入費、賃借

費は補助対象経費の対象外とする 

・太陽光発電施設、設置している土地や施設の保守費用は補

助対象経費の対象外とする 

・既存施設の改装、入替のための既存施設の解体費、撤去費

は補助対象経費の対象外とする 

2 再エネ電力購入 

・購入量は、１０ＭＷｈ/年以上であること 

・上記に満たない場合、施設の総電力需要の１０％以上を賄え

ること 

・太陽光、バイオマス、風力、水素プラント等再生可能エネルギ

ー発電による電力の購入は、補助事業の「つくる」の要件にな

るが、電力の購入費用や契約時に係る諸費用は補助対象経

費の対象外とする 

3 大容量蓄電池 

・原則、単機で蓄電容量が２０kWh を超える定置型のものとす

る 

・主力電源、物流業務用ＥＶ車両および EV フォークリフト用充

電スタンドに電力を供給する用途に使用されること 

・単機能型大容量蓄電池については別途パワーコンディショナ

ーの導入を条件とする 

4 ＥＶ充電スタンド 

・物流業務用 EV 車両、EV フォークリフトに充電することを目的

とした設備であること 

・スタンド式、壁掛け式等の固定された設備であること 

・EV フォークリフト用の充電スタンドも対象となるが、EV フォー

クリフトの導入と併せて導入を行うこと 

5 
物流業務用ＥＶ

車両 

・原則、電気のみで走行する物流業務用ＥＶ車両を対象とし、Ｈ

Ｖ、ＰＨＶ車両等、電力以外の動力で走行が可能な車両は補

助対象事業の要件として対象外とする 

・国内の公道を走行可能で、車両登録番号が取得可能な物流

業務用ＥＶ車両等であること（※ただし、私有地のみ走行する

ＥＶ車両等の場合、車両登録番号等は問わない） 
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6 EV フォークリフト 

・3t 以上の、中型・大型のものを対象とする 

・原則、電気のみで走行するバッテリーフォークリフトを対象と

する 

・バッテリー種別（鉛蓄電池・リチウムイオン電池等）は問わな

い 

7 

先
進
的
取
組
に
必
要
な
機
器
類
事
例
※
２ 

無人搬送

車 

・倉庫内に専用レール又は床面に識別用の磁気ライン等を設

置し、荷物を搬送する区間のルートやタイムスケジュール等を

設定することにより、荷物の搬送ができる車両とする 

8 
無人配送

ロボット 

・ロボット自体、あるいは天井等に取り付けた位置情報を認識

する補足機能等によって、倉庫内の任意の場所から目的地ま

で荷物を運ぶことができる機器とする。無人フォークリフトもこ

のカテゴリとする 

9 

エネルギ

ー マ ネ

ジメント

シ ス テ

ム 

・ピークシフト、ピークカット等、電力負荷の平準化機能を搭載

していること 

・システムを利用するためのハードウェアの購入費用について

は補助対象経費の対象外とする 

10 

温室効果

ガ ス 排

出 量 算

出・可視

化 ツ ー

ル 

・副次的な機能ではなく、温室効果ガス排出量の算出および可

視化を主たる機能とするものであること 

・法律等に基づいた報告義務への対応が可能であるシステム

であること。ただし、報告義務が発生しない事業者についても

導入可能とする 

11 

トラック予

約 受 付

シ ス テ

ム 

・貨物運送事業者の事業所・運転手等が、トラックの積卸施設

への到着予定時刻を、電子的な方法により事前に予約するこ

とができるシステムとする 

※１ 今年度実績報告期限までに検収、支払が完了しないものについては、補助対象経費

とはならない。 

※２ 機器本体、稼働させるための整備費用、システム導入費等は補助対象経費となるが 

補助対象事業の要件とはならない 

3）補助対象経費として計上できない経費 

①申請等に係る事務作業費 

②間接補助事業の内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、

書棚等の什器類、事務機器等）に係る経費 

③他の国庫補助金で補助対象となる経費※1 

④間接補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

⑤その他間接補助事業に関係のない経費※2 

※１．補助対象事業の要件としては認められますが、優先配分・優先採択が行われる際の判断材

料の一つとなる場合があります。 

※２．交付規程別表第 3 に記載されているものは事務費として計上できますが、支払いのための

「振込手数料」は補助対象経費には含まれませんのでご注意ください。 
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8.事業期間 

 

1）間接補助事業の事業開始年月日 

交付決定年月日を間接補助事業の開始年月日とします。 

発注は交付決定年月日以降に実施してください。見積依頼については発注時点で有

効なものが必要となります。申請時に提出した見積書が発注時に有効期限を過ぎてし

まっている場合は、見積書の再取得が必要となります。また、交付決定日より前の発

注は認められないため、交付決定通知受領日以降に事業着手してください。 

2）間接補助事業の事業完了年月日 

実績報告が完了し、かつ間接補助事業に関わる全ての支払いが完了した日を事業完

了年月日とします。（事業完了年月日は遅くとも令和９年２月１０日（水）としてく

ださい）。なお、やむを得ない理由（天災地変等）により事業完了の遅延が見込まれ

る場合は、速やかに事務局に報告し、指定された書類を提出してください。 

 補助対象経費の支払い方法は金融機関による振込とし、現金支払い、割賦払

い、手形払いは不可となります。 

 単独の申請で機器、設備の導入をリース契約で行った場合は、実績報告期限ま

でに支払った費用が補助対象経費となります。 

 事業完了年月日から起算して３０日以内または令和９年２月１０日（水）のい

ずれか早い日までに地域物流脱炭素化促進事業費補助金実績報告書（以下「

様式第６」といいます。）および経費内訳（様式第６別紙）様式第６、その

他必要な書類すべてを事務局に提出してください。 

 補助金額の確定の審査については、受理した実績報告から順次行うため、事業

完了後に速やかに提出してください。 

 

事業完了年月日の期限である令和９年２月１０日（水）を厳守してください。実績

報告の期日を過ぎて提出された場合、補助金は支払われません。 

 

9.その他 

 

1）補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助対象経費に消費税および地方消費税額（以下「消費税等」といいます。）が含

まれている場合、交付規程に基づき、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報

告書（様式第９）を求めています。 

これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等のう

ち、補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕

入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定され

ています。 



9 物流脱炭素化促進事業 公募要領   

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告とな

り、失念等による報告漏れが想定されることや、間接補助事業者における煩雑な事務

手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外し

て補助金額を算定し、地域物流脱炭素化促進事業費補助金交付申請書（以下「様式第

１」といいます。）を提出してください。 

ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、間接補助事業の遂行に支障を来

すおそれがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものと

します。 

① 消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者 

② 免税事業者である間接補助事業者 

③ 簡易課税事業者である間接補助事業者 

④ 国もしくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表

第３に掲げる法人の間接補助事業者 

⑤ 国または地方公共団体の一般会計である間接補助事業者 

⑥ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する間接補助事業者 

 

2）外貨に係る経費の取扱いについて 

外国企業からの物品調達等において外貨での支払いが想定される場合、様式第 1 提

出時は日本円に換算した額で申請書を提出してください（申請時換算レートは、合理

的根拠に基づいた、適切なものを使用してください。）。 

様式第６提出時は、支払時の換算レートで日本円に換算した額で提出することとし、

区分ごとに交付決定された補助金額の範囲内において補助金額の確定を行います。 

 

3）ファイナンスリース等について 

ファイナンスリースやＰＰＡモデルを利用する場合は、実績報告時に契約書類（写）

の提出を条件とします。（メンテナンスリースは補助対象外となります。） 

 

4）自社調達を行う場合の扱い（利益排除の考え方） 

補助対象経費の中に、申請者の自社製品の調達等（システム開発を外注せずに自社

で調達する場合等）に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に申請者自身

の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。 

このため、申請者自身から調達等を行う場合は、原価（人件費や当該調達品の製造

原価等※）をもって補助対象経費に計上してください。 

※申請者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をもって原

価として認める場合があります。 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ申請方法 
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1.公募 

 

1）公募関連情報の提供 

最新の公募関連情報は、本事業のホームページ（ h t t p s : / / p a c i f i c -

hojo. c om/ bgxx /c onten t/）に掲載しますので、逐次確認してください。 

 

2）申請期間および申請方法 

 

令和８年４月６日（月）１４：００～令和８年６月５日（金）１６：００ 

 

申請書類はホームページからダウンロードし、電子メール添付、ファイル転送サー

ビス等の方法で提出してください。 

 

事務局メールアドレス：logigx_r08@bg.pacific-hojo.jp 
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2.事業実施フロー 

 

図 3  事業実施フロー図  

４月６日（月）

６月下旬予定 ←

↓

↓

※1：補助金申請額の合計が予算額を超える場合に、実施される可能性があります。

※2：申請時に提出した見積書が発注時点で有効でない場合は、見積書の再取得が必要です。

※3：事務局が必要と判断した間接補助事業者に対して実施する場合があります。

※4：「非常時に災害拠点の非常用電源として、地域に開放する等の活用を図る」取組を行う場合のみ

～３月３１日（日）

～３月３１日（土）

４月１日（日） 脱炭素化効果の報告 → 報告内容の確認

令和１１年度

～３月３１日（金）

４月１日（土） 脱炭素化効果の報告 → 報告内容の確認

令和１０年度

補助金額確定の通知

補助金の請求 →
補助金の支払い

３月下旬 ←

７月２日（木）

令和９年度

３月中旬 補助金額の確認 ←

◆翌年度以降◆

４月１日（木） 脱炭素化効果の報告 → 報告内容の確認

確定検査
（現地検査含む）２月１０日（水） 実績報告の提出期限

（事業の完了）

見積・競争入札※2

発注／PPA・リース契約

設備導入

現地調査※3導入した設備の稼働確認

導入した設備の納品検収

導入した設備の支払完了

災害時の活用について地方
自治体等との協定締結※4

令和９年 実績報告書類の提出 →

間接補助事業者説明会

公募の受付開始

申請書類の提出

５月１２日（火）

（公募受付期間） 申請者説明会

→ 審査
（有識者委員会による優先採択・配分）※1～６月５日（金） 公募の受付締切

↓

事業の開始 ← 交付決定の通知 交付決定

時期 申請者・間接補助事業者 事務局

令和８年

４月６日（月） 公募公表（ホームページ公開）
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3.申請者説明会 

 

申請者説明会を Zoom にて開催します。令和８年５月１２日（火）を予定しており、

詳細についてはホームページに掲載します。なお、問い合わせにつきましては P25 の

問い合わせ先をご参照ください。 

 

※なお、説明会への出席の有無につきましては、採択の審査にあたって一切考慮いた

しません。 

 

4.申請方法 

 

1）本事業および申請内容の確認 

本事業のホームページ（https://pacific-hojo.com/bgxx/content/）に掲載される

交付規程および公募要領、その他申請時に添付すべき必要書類を確認してください。 

 

2）申請期間 

令和８年４月６日（月）１４:００～令和８年６月５日（金）１６:００【必着】 

 

3）申請書類の作成 

公募サイトの「公募関係資料」タブから、「申請時提出書類.zip」をダウンロード

し、当該 zipに含まれる書類、及び次ページ表４ 申請時の提出書類一覧に記載してい

る書類を提出してください。 

 

 

4）申請方法 

申請書類一式を、申請受付期間中に電子メール添付、ファイル転送サービス等の方

法で事務局に提出してください。 

※申請書類一式は、必ず申請を行う事業者から提出してください。代理による申請 

は受付いたしません。 
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6) 申請時の提出書類一覧 

 

表 4  申請時の提出書類一覧 

提出書類 
部

数 

書類 

様式
※2 

必須

書類
※3 

備考 

様式第 1 地域物流脱炭素化促

進事業費補助金交付

申請書 

1 有 〇 

 

様式第１別紙１ 実施計画書 

1 有 〇 

様式第１(注１)の(３)、

(４)、（５）の内容が記載

されていること。 

※自社様式による別紙

の添付も可とする 

様式第１別紙２ 経費内訳 1 有 〇 Excel 様式 

様式第１別紙３※1 役員名簿 1 有 〇 様式第１(注１)の(６) 

様式第１別紙４ 実施体制図 

1 有 〇 

様式第１(注１)の(７) 

※自社様式による別紙

の添付も可とする 

見積書(写) ２社以上の取得が必要 
1 無 〇 

 

設備、機器類資料

(写) 

補助対象設備、機器類

に該当する対象の設備

仕様が分かるもの(パン

フレット等） 

各

1 
無 〇 

 

登記事項証明書また

は登記簿謄本(写)※1 

取得後３カ月以内のも

の 
1 無 〇 

様式第１(注１)の(１) 

貸借対照表※1 直近２カ年分のもの 1 無 〇 様式第１(注１)の(２) 

損益計算書※1 1 無 〇 

CO2削減根拠資料 

（事務局指定書式） 

【倉庫内】・【輸送】 

計画値でのＣＯ2削減

根拠 

1 有 〇 

Excel 様式 

【倉庫内】は再エネを

活用した取組の場合

は必須書類 

物流業務用 EV 車両・

EV フォークリフトを導

入する場合は【輸送】も

提出すること 
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PPA の単価設定根

拠資料 

計画時の PPA単価設

定根拠や考え方（料金

低減等による需要家へ

の還元・控除）を示す資

料等 

1 無 △ 

ＰＰＡ契約の場合は要

提出 

 

既存設備を証する資

料 

既存の太陽光発電施

設、大容量蓄電池の写

真および納品書（写）等 
1 無 △ 

太陽光発電施設、大容

量蓄電池を既存のもの

で申請する場合は要

提出 

委任状 代理人の氏名、事業者

名、委任の範囲、電話

番号、E-mail アドレスと

委任者の事業者名、代

表者氏名を明記するこ

と 

1 有 △ 

申請書類提出後の事

務局とのやりとりを委

任する場合は要提出 

 ※1 共同申請の場合は、すべての事業者分を提出してください。 

※2 書類様式が「有」の資料は本事業のホームページからファイルのダウンロードが可能です 

提出時は、ファイル名を変更せずに事務局に送付してください。 

※3 △は対象となる事業者のみ提出してください。 
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5.審査および交付決定 

 
1）審査 

事務局は、申請された間接補助事業内容等について、交付規程、公募要領に記載さ

れた要件を満たしているか、有識者による採択委員会による審査を行ったうえで、交

付決定を行います。 

なお、審査時において、必要に応じヒアリングや追加書類の提出を求めることがあ

ります。 

 

2）交付決定 

交付決定の結果については、交付規程に従って地域物流脱炭素化促進事業費補助金

交付決定通知書（以下「様式第２」といいます。）で申請者に通知※します。様式第

２については、適切に保管してください。 

また、交付決定にあたっては「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」（平

成２５年６月２８日内閣官房行政改革推進本部事務局）に基づき、交付決定内容（補

助金交付先、交付決定額）の公表を行います。 

※事務局からの通知は、電子メールにファイルを添付して送付いたします。セキュリティの設定等に

より添付ファイルの受信に制限をかけている場合は、logigx_r08@bg.pacific-hojo.jpのアドレスまたはド

メインによる添付ファイルが受信できるよう設定してください。郵送やＦＡＸによる送付は対応い

たしかねます。 

 

3）優先配分および優先採択について 

補助金申請額の合計が予算額を若干超える場合は優先配分を行います。予算額を大

幅に超過した場合は優先採択を行います。 

 

優先配分は、間接補助事業の要件を満たす申請の補助率を一律に１／２より引き下

げたうえで、以下に列挙する要件を考慮して予算額を超えない範囲で補助率を優先的

に加味して配分します。 

 

優先採択は、間接補助事業の要件を満たす申請の補助率を一律に１／２としたうえ

で、以下に列挙する要件等を考慮して予算額を超えない範囲で交付対象となる申請を

決定します。 

 

優先配分・優先採択にあたっては、有識者による採択委員会において各申請案件に

ついて審査を行います。 

審査にあたって優先点として考慮されるのは次のとおりです。 

 中小事業者の申請 

 物流業務用 EV車両・EVフォークリフトを導入している申請 

 「非常時に災害拠点の非常用電源として、地域に開放する等の活用を図る」取組

を行う申請
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 本事業の趣旨である「つくる・ためる・つかう」に則った活用を行う実施計画の

申請 

 令和５年度、６年度、７年度の物流脱炭素化促進事業において交付決定されてい

ない事業者による申請 

 広域リージョン連携推進要綱（令和７年９月２日付け総行行第 425 号自治行政局

長通知）に規定する「広域リージョン連携ビジョン」に基づくプロジェクトに係

る申請 

※[参考]https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/koikirijonrenkei.html 

 その他、事業内容が特に優れていると判断される取組等 

 

優先配分および優先採択を行う際に配分の減少あるいは不採択対象として検討され

る申請の要件は次のとおりです（上記の要件を満たしていたとしても、配分減少ある

いは不採択の検討対象になる場合があります）。 

 １事業者による複数拠点の申請（一部拠点のみ採択対象として検討し、他の拠点

は配分減少あるいは不採択対象として検討する場合があります）  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ事業の実施 
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1. 間接補助事業者説明会 

 

間接補助事業者説明会を開催します（Zoom を予定）。令和８年７月２日（木）を

予定しており、詳細については間接補助事業者へ個別にご連絡します。 

 

2. 間接補助事業の開始から完了までの流れ 

 

1）間接補助事業の開始 

① 契約・発注の時期 

間接補助事業に係る契約および発注等は交付決定後に行ってください。交付決定前

に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはなりません。 

 

② 契約・発注等の方法 

物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、原則として

一般の競争に付してください。一般の競争等に付することが著しく困難または不適当

である場合を除き、２社以上の競争により決定してください。 

また、間接補助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同し実施しようと

する場合は、実施に関する契約を締結し、事務局に届け出なければなりません。なお、

間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、もしくは間接補

助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して実施しようとする場合の契

約（契約金額１００万円未満のものを除きます。）に当たっては国土交通省から補助

金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手とするこ

とは原則としてできません（間接補助事業の実施体制が何重であっても同様です）。 

（参考：国土交通省指名停止措置状況 

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_003092.html） 

 

2）間接補助事業の計画変更等 

① 計画変更・事業の中止または廃止 

間接補助事業者は、交付決定を受けた後、補助対象経費の区分ごとに配分された額

を変更する場合、間接補助事業の内容を変更する場合、間接補助事業を中止または廃

止しようとする場合は、事前に地域物流脱炭素化促進事業費補助金計画変更（等）承

認申請書（様式第３）を事務局に提出し、その承認を得なければなりません。手続き

を行わずに変更を行った場合は、交付取消しとなることがあります。また、間接補助

事業を中止または廃止しようとする場合は、地域物流脱炭素化促進事業費補助金実績

報告書（様式第６）も併せて提出してください。 

 

② 事故報告 

交付決定を受けた後、やむを得ない理由（天災地変等）と認められる理由により、

間接補助事業実施期間内の事業完了が困難であることが見込まれる場合には、地域物



物流脱炭素化促進事業費  公募要領 20  

流脱炭素化促進事業費補助金事故報告書（様式第４）を提出してください。間接補助

事業実施期間の延長が認められる場合があります。 

ただし、発注時点で予見される理由による遅延は認められない場合があります。 

 

3) 間接補助事業の完了 

間接補助事業者が、導入された機器、設備、システム等を検収のうえ、調達先等に

対して間接補助事業に係るすべての支払いが完了した時点をもって間接補助事業の完

了とします。間接補助事業者は、原則として遅くとも令和９年２月１０日（水）まで

に間接補助事業を完了させてください。 

支払条件は、検収翌月までに金融機関による振込としてください（現金支払い、割

賦払い、手形払いは不可とします。）。 

 

4）現地調査・検査 

 事務局は交付決定後、間接補助事業の進捗、設備・機器の導入状況、書類の整理状

況を確認するために、書類の審査および必要に応じて現地調査・検査を行います。 

① 現地調査は主に実績報告前に事業の進捗、書類の整理状況を確認します。 

② 現地検査は設備・機器の導入・検収・稼働状況、書類の整理状況を確認します。 

検査の結果、間接補助事業に問題が無く、実績報告が補助金の交付決定の内容およ

びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、そ

の結果を地域物流脱炭素化促進事業費補助金額確定通知書（以下「様式第７」といい

ます。）にて速やかに通知します。 
 

 

3.実績報告から補助金の支払いまでの流れ 

 

1）実績報告 

間接補助事業者は、間接補助事業が完了したときは、事業完了年月日から起算して

３０日以内または令和９年２月１０日（水）のいずれか早い日までに表５「実績報告

時の提出書類一覧」 ）に記載の書類を事務局に提出してください（事業完了年月日は

遅くとも令和９年２月１０日（水）としてください。）。 

 

2）補助金の請求・支払い 

間接補助事業者は、様式第７の受領後、速やかに地域物流脱炭素化促進事業費補助

金精算払請求書（以下「様式第８」といいます。）を原則として事務局への電子メー

ル添付、ファイル転送サービス等にて提出してください。事務局は、様式第８の受領

後に間接補助事業者に補助金を交付します。 

なお、共同申請の場合、補助金は代表間接補助事業者の口座に一括で振り込まれま

す。そのため、リース事業者・ＰＰＡ事業者・不動産事業者と共同申請を行う場合に

は、補助金の支払方法について充分に留意し、代表間接補助事業者を決定してくださ

い。 
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4. 『補助金の支払い』以降 

 

1）CO2削減量の報告 

間接補助事業者は、地域物流脱炭素化促進事業費補助金事業による補助金効果表（

様式第１６）及び別途事務局指定書式にて実績報告後３年間、事業完了日から 1 年ご

とを目安として毎年 1回、令和 8年度の事務局指定書式にて CO2削減量の報告を行って

いただきます。 

 

2) 取得財産等の管理 

①取得財産等の管理 

間接補助事業者は、間接補助事業により取得し、または効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）については、間接補助事業の完了後も善良なる管理者の注

意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。 

なお、当該取得財産等については、取得財産等管理台帳（様式第１０）を備えて、

適切に管理しなければなりません。 

 

② 取得財産等の処分 

間接補助事業者は、取得財産等のうち消費税額を除く処分を制限する財産は、取得

価格又は効用の増加価格が部材単価５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の財

産については、財産処分制限期間において、処分（補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、貸付けまたは担保に供すること。以下も同じです。）はできません。た

だし、当該取得財産等を処分する必要があるときは、地域物流脱炭素化促進事業費補

助金財産処分承認申請書（様式第１１）を事務局に提出し、事前に承認を受けること

により、当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合には、原則として、補助金の

一部または全額を納付（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。）しなけ

ればなりません。 

（交付規程第２３条、第２４条参照） 

 

3) 補助金の返還、取消し、罰則等 

間接補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告等）

をした場合には、補助金の交付決定の取消し・返還命令（加算金の徴収を含む）、不

正の内容の公表等を行うことがあります。また、法令に違反していることが明らかな

場合、当該法令による罰則の他、採択取消し、交付決定取消しや交付済み補助金の全

額返還（加算金付き）等の処分を受ける可能性があります。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ実績報告の方法      
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1.実績報告 

 

1）間接補助事業の完了 

間接補助事業者が、導入された機器、設備、システム等を設置、検収のうえ、調達

先等に対して間接補助事業に係るすべての支払いが完了した時点をもって間接補助事

業の完了とします。 

支払条件は、検収翌月までに金融機関による振込としてください（割賦払いや手形

払いは不可とします。）。 

 

2）実績報告の方法 

間接補助事業者は、間接補助事業が完了したときは、事業完了年月日から起算して

３０日以内または令和９年２月１０日（水）のいずれか早い日までに実績報告書類を、

電子メール添付、ファイル転送サービス等の方法で提出すること（事業完了年月日は

遅くとも令和９年２月１０日（水）とすること。）。 

 

3）実績報告時の注意点 

様式第６による間接補助事業実施金額の報告には、機器購入等に際して発生した振

込手数料は含めないでください。振込手数料が含まれている場合や先方負担の場合、

手数料を差し引いた金額を補助対象経費とします。 

申請された機器が導入されなかった場合、または適正な報告、様式第６の提出がな

されなかった場合、補助金の支払いは行われません。 

当該間接補助事業において、導入した補助対象設備の部材ごとの取得単価が５０万

円以上（消費税額を除く）の場合のみ、取得財産等管理台帳（様式第１０）を提出し

てください（補助対象設備の部材ごとの取得単価が５０万円未満の場合は提出不要で

す。）。 

なお、見積書で一式表記されている場合は、単価にて記載し内訳書を提出してくだ

さい。 

 

4）設置機器への銘板等の提示 

間接補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、「令和

８年度 国土交通省 地域物流脱炭素化促進事業によって整備されました」という旨を

明示するようにしてください。 
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5）実績報告時の提出書類一覧 

 

表 5  実績報告時の提出書類一覧 

提出書類 
部

数 

書類 

様式 

必須

書類 
備考 

様式第６ 地域物流脱炭素化促進

事業費補助金実績報告

書 

1 有 〇 

Excel 様式 

様式第６別紙 経費内訳（実績報告用） 1 有 〇 

様式第１６ 地域物流脱炭素化促進

事業費補助金事業による

補助金効果表 

1 有 〇 

別途事務局指定書式と併

せて提出（実績値を記入） 

納品書(写)または請求書（写） 
1 無 〇 

導入した施設や機器類す

べての書類を各１部提出 

振込明細書(写) 

1 無 〇 

導入した設備や機器類の

支払領収書（写）として、金

融機関による振込明細書

のコピーを提出 

保証書(写) 1 無 〇 シリアル情報含む 

施工写真 

1 無 〇 

要件別に施工前、施工中、

施工後、銘板の写真を提

出 

〇対象となる事業者のみ提出が必要な書類※1 

提出書類 
部

数 

書類 

様式 

必須

書類 
※1  

備考 

様式第９ 消費税額および地方消費

税額の額の確定に伴う報

告書 

１ 有 △ 

消費税額および地方消費

税額を算入した申請書の

場合提出 

様式第１０ 取得財産等管理台帳 

１ 有 △ 

当該年度中に部材単価 50

万円（消費税額を除く）の

取得財産がある場合に提

出 

様式第１４ 地域物流脱炭素化促進

事業費補助金事業による

収入内訳書 

１ 有 △ 

補助対象経費である設備、

機器、システム等によって

収益を得た場合に提出 

非常時に災害拠点の非常用電源として、

開放に関する地方自治体等との協定締結

を証する書類 

1 無 △ 

申請済み書類(写)の提出

も可 
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CO2削減根拠資料（事務局指定書式） 

【倉庫内】 
1 有 △ 

 

CO2削減根拠資料（事務局指定書式） 

【輸送】※２ 
1 有 △ 

物流業務用 EV 車両・EV フ

ォークリフトを導入する場

合は【倉庫内】のほかに

【輸送】も提出 

リース契約書(写) 
1 無 △ 

リース事業者と共同申請す

る該当事業者のみ提出 

ＰＰＡ契約書（写） 
1 無 △ 

ＰＰＡ事業者と共同申請す

る該当事業者のみ提出 

再生可能エネルギーの購入契約書等(写) 
1 無 △ 

再生可能エネルギーを購

入する場合は提出 

※1：△は対象となる事業者のみ提出してください。 

 

 

 

 

2.提出先・お問い合わせ窓口 

   

 令和８年度 地域物流脱炭素化促進事業事務局 

（略称：地域物流脱炭素化事務局） 

（パシフィックコンサルタンツ株式会社） 

 

 

■ ホームページ：https://pacific-hojo.com/bgxx/content/ 

■ メールアドレス：logigx_r08@bg.pacific-hojo.jp 

■ TEL：０５０-５５３６-６８３１ 

※ 受付時間：平日 １０：００～１７：００ 

※ 休業日：土曜・日曜・祝日・年末年始 
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